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第 2章 管理 

１管理分界点 

(1) 公道分岐部より逆止弁又はメータユニットの下流側メタルパッキンまでは企業団、それより

宅内側はその給水装置所有者が管理すること。また、受水槽を有する建物についても同様とす

る。 

(2) 前項の分岐において複数メータを設置する必要を認めた場合の管理分界点は、公道分岐部よ

り私有地内共用止水栓(３階直圧給水の場合は、共用止水栓直後の逆止弁)又はボール式止水栓

までは企業団、それより宅内側はその給水装置所有者又は使用者が管理する。 

なお、メータボックスについては水道法上の給水装置には含まれないため、給水装置所有者

が管理する。 

 

埋設型メータユニットの場合 

配
水
管 

取出し標示杭 

メータボックス 

埋設型メータユニット 

ユニット接続部（二次側） 

平  面 

境 

界 

PPφ２０㎜ 配水管 

企業団管理 給水装置所有者管理 

管理分界点 

（ユニットの屋内側接続部） 

公 道 私有地 

断  面 

《 参考例 》 
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企業団管理 給水装置所有者管理 

管理分界点 

（逆止弁の屋内側接続部） 
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埋設型メータユニット採用以前のタイプ 
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